
主眼事項及び着眼点（指定訪問リハビリテーション事業）

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

第１ 基本方針 指定訪問リハビリテーションの事業は，要介護状態となっ 適 ・ 否 法第73条第1項 法：介護保険法

た場合においても，その利用者が可能な限りその居宅におい ・ 居宅サービス計画に位置づけられている目 ○ 訪問リハビリ 平11厚令第37号

て，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで 標や課題に沿ったサービスを行っているか。 テーション計画 (以下｢基準｣) 基準：指定居宅

きるよう，生活機能の維持又は向上を目指し，利用者の居宅 また，リハビリテーションの目標その達成 ○ 診療録（リハビ 第75条 サービス等の事

において，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテー のための具体的な内容を記載した訪問リハビ リテーション記 業の人員，設備

ションを行うことにより，利用者の心身の機能の維持回復を リテーション計画を作成し，適切に行ってい 録) 及び運営に関す

図るものとなっているか｡ るか。 （参考：第４運営基準17） ○ 居宅サービス計 る基準( 11厚平

令第 号)画(控) など 生省 37

第２ 人員に関する基準 ・ 常 勤 解釈：指定居宅

当該事業所において定められている常勤 サービス等及び

の従業者が１週間に勤務すべき時間数（32 指 定 介 護 予 防

時間を下回る場合は32時間）に達している サービス等に関

ことをいう。ただし，育児休業，介護休業 する基準につい

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に て（平11老企第

関する法律第23条第１項に規定する所定労 25号）

働時間の短縮措置が講じられている者につ

いては，利用者の処遇に支障がない体制が

事業所として整っている場合は，例外的に

常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間

として取り扱うことを可能とする。

1 従業員の員数 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリ 適 ・ 否 ○ 勤務表 法第74条第1項

テーション事業所ごとに置くべき従業員の員数は，次のとお ○ 出勤簿

りとなっているか。 ○ 免許証

など

(1) 医師 (1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるため 適 ・ 否 ・ 専任の常勤医師が１人以上勤務している 基準

に必要な１以上の数となっているか。 か。 第76条第1条第

・ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老 一号

(2) 当該医師は，常勤であるか。 適 ・ 否 人保健施設又は介護医療院であって，病院又 基準

診療所（医師について介護老人保健施設又は 第76条第2条

介護医療院の人員基準を満たす余力がある

適 ・ 否 場合に限る。）と併設されているものについ 基準

ては，当該病院又は診療所の常勤医師との兼 第76条第1条第

務で差し支えないものであること。 二号

・ 指定訪問リハビリテーションを行う介護老 平11老企第25号

人保健施設又は介護医療院であって，当該介 (以下｢解釈｣)

護老人保健施設又は介護医療院に常勤医師と 解釈

して勤務している場合には，常勤の医師とし (第3の四の1の

て足るものであること。 ①)

また，指定訪問リハビリテーションを行う

介護老人保健施設又は介護医療院であって，

病院又診療所（医師について介護老人保健施

設又は 介護医療院の人員基準を満たす余力

がある場合に限る。）と併設されている事業

所において，指定訪問リハビリテーション事

業所の医師が，当該病院又は診療所の常勤医

師との兼務している場合でも，常勤の要件と

して足るものであること。
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(2) 理学療法士，作 １以上となっているか。 ・ 指定訪問リハビリテーション事業者は，指 解釈

業療法士又は言語聴 定訪問リハビリテーション事業所ごとに指定 (第3の四の1の

覚士 訪問リハビリテーションの提供に当たる理学 ②)

療法士，作業療法士又は言語聴覚士を適当数

置いてるか。

２ みなし規定 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リ 適 ・ 否 基準

ハビリテーション事業者の指定を併せて受け，かつ，指定訪 第76条第3条

問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリ

テーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については，指定介護予防サービス等基準第79

条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て，上記１に規定する員数を満たしているものとみなしてい

るか。

第３ 設備に関する基準 指定訪問リハビリテーション事業所は，病院，診療所，介 適 ・ 否 ・ 利用申込の受付，相談等に対応するのに適 ○ 運営規程 法第74条第2項

護老人保健施設又は介護医療院であって，事業の運営を行う 切なスペースを有する専用の区画を設けてい ○ 利用料金等の説 基準

ために必要な広さを有する専用の区画を設けているか｡ るか。 明文書，パンフ 第77条第1項

また，指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及 レットなど

び備品等を備えているか｡ ・ 設備及び備品等については，当該病院，診 ○ 同意に関する記

ただし，指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予 適 ・ 否 療所，介護老人保健施設又は介護医療院に備 録 基準

防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け，か え付けられたものを使用するとができる｡ 第77条第2項

つ，指定訪問リハビリテーション事業と指定介護予防訪問リ

ハビリテーション事業とが同一の事業所で一体的に運営され

ている場合については，指定介護予防サービス等基準第80条

１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって上記

の設備及び備品を備えているものとみなすことができる。

第４ 運営に関する基準

1 内容及び手続の説 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ・ 重要事項を記した文書を交付して説明を行 法第74条第2項

明及び同意 リテーションの提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込 説明書等 っているか。 基準第83条

者又はその家族に対し，運営規程の概要，理学療法士，作 有 ・ 無 ・ 重要事項を記した文書に不適切な事項はな 準用(第8条)

業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利用申込者 同意の確認 いか。

のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した 有 ・ 無 ・ 利用者の同意は，どのように得ているか。

文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について利用 当該同意については，書面によって確認する

申込者の同意を得ているか｡ ことが望ましい。

(2) 重要事項を記した文書は，わかりやすい説明書やパンフ 適 ・ 否 （重要事項の主な項目）

レット等（当該指定訪問リハビリテーション事業者が，他 ① 運営規程の概要 解釈準用

の介護保険に関する事業を併せて実施している場合，当該 ② 従業者の勤務の体制 (第3の一の3の

パンフレット等について，一体的に作成することは差し支 ③ 事故発生時の対応 (1))

えない）となっているか。 ④ 苦情処理の体制

⑤ 第三者評価の実施状況（実施の有無，

直近の実施年月日，評価機関の名称，

結果の開示状況）

⑥ 利用料（保険給付対象外の費用も含む）

など
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2 提供拒否の禁止 指定訪問リハビリテーション事業者は，正当な理由なく指 提供拒否 ・ 正当な理由なく提供を拒んでいないか。 基準第83条

定訪問リハビリテーションの提供を拒んでいないか｡ 有 ・ 無 （正当な理由の例） 準用(第9条)

特に，要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒 拒否の理由 ① 事業所の現員では利用申込に応じきれな 解釈準用

否していないか｡ （ ） い場合 (第3の一の3の

② 利用申込者の居住地が事業所の通常の事 (2))

業の実施地域外である場合

3 サービス提供困難 指定訪問リハビリテーション事業者は，当該指定訪問リハ 事例の有無 ・ 居宅介護支援事業者への連絡を行っている 基準第83条

時の対応 ビリテーション事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し， 有 ・ 無 か。 準用(第10条)

利用申込者に対し自ら適切な指定訪問リハビリテーションを ・ 利用申込者に対する他の事業者への紹介方

提供することが困難であると認めた場合は，当該利用申込者 法はどのように行っているか。

に係る居宅介護支援事業者への連絡，適当な他の指定訪問リ ・ 事前に近隣の指定訪問リハビリテーション

ハビリテーション事業者等の紹介その他の必要な措置を速や 事業所等の情報を収集するなど，問題発生時

かに講じているか｡ において必要な措置を速やかに講じるための

準備をしているか。

4 受給資格等の確認 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ・ 診療録等に被保険者番号・要介護状態区 ○ 診療録等 基準第83条

リテーションの提供を求められた場合は，その者の提示す 分・有効期間等を記載していることが望まし ○ 訪問リハビリテ 準用

る被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無 い。 ーション計画な (第11条第1項)

及び要介護認定の有効期間を確かめているか｡ ど

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，被保険者証に， 適 ・ 否 ・ 認定審査会意見とは，サービスの適切かつ 基準第83条

認定審査会意見が記載されているときは，当該認定審査会 有効な利用等に関し，当該被保険者が留意す 準用

意見に配慮して，指定訪問リハビリテーションを提供する べき事項である。 (第11条第2項)

よう努めているか｡

5 要介護認定の申請 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 事例の有無 ・ 要介護認定の申請日は，市町村等が申請書 (法第73条2項)

に係る援助 リテーションの提供の開始に際し，要介護認定を受けてい 有 ・ 無 を受理した日とされており，緊急のサービス 基準第83条

ない利用申込者については，要介護認定の申請が既に行わ 提供の場合等は，十分に当該市町村等と連携 準用

れているかどうかを確認し，申請が行われていない場合 をとっているか。 (第12条第1項)

は，当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が

行われるよう必要な援助を行っているか｡

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，居宅介護支援 事例の有無 ・ 通常更新申請については，有効期間の終了 基準第83条

（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行 有 ・ 無 する60日前から遅くとも30日前にはなされる 準用

われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介 ように，居宅介護支援事業者が必要に応じて (第12条第2項)

護認定の更新の申請が，遅くとも当該利用者が受けている 援助を行う。

要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよ

う，必要な援助を行っているか｡

6 心身の状況等の 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリ 適 ・ 否 ・ サービス担当者会議の開催状況及び当該事 ○ 居宅介護支援事 基準第83条

把握 テーションの提供に当たっては，利用者に係る居宅介護支援 業所の出席状況は適切か。 業者が提供した 準用(第13条)

事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて，利用者の ・ サービス担当者会議が開催されていない場 居宅サービス計

心身の状況，病歴，その置かれている環境，他の保健医療 合は，それに代わる手法は適切なものか。 画や課題分析票

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めている などの資料

か｡ ○ 要介護度の分布

がわかる資料

○ 出張記録

○ 実績記録
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7 居宅介護支援事業 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ・ 連携の手法としては，サービス担当者会議 基準第83条

者等との連携 リテーションを提供するに当たっては，居宅介護支援事業 での情報提供等が考えられる。 準用

者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者 (第64条第1項)

との密接な連携に努めているか｡ ・ 介護支援専門員からの専門的な見地からの

意見を求められた場合の対応は適切に行われ

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ているか。 基準第83条

リテーションの提供の終了に際しては，利用者又はその家 準用

族に対して適切な指導を行うとともに，主治の医師及び居 ・ サービス担当者会議に出席できない場合， (第64条第2項)

宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サー 居宅介護支援事業者からの照会に応じるてい

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め るか。

ているか｡

8 法定代理受領サー 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリ 事例の有無 ・ 居宅サービス計画が作成されていないと償 基準第83条

ビスの提供を受ける テーションの提供の開始に際し，利用申込者が介護保険法施 有 ・ 無 還払いとなるが，この場合利用者は全額利用 準用(第15条)

ための援助 行規則第64条各号のいずれにも該当しないときは，当該利用 料を払う必要があるので，現物給付ができる

申込者又はその家族に対し，居宅サービス計画の作成を居宅 よう必要な援助を行うことを事業所にも求め

介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること ている。

等により，指定訪問リハビリテーションの提供を法定代理受

領サービスとして受けることができる旨を説明すること，居

宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定

代理受領サービスを行うために必要な援助を行っているか｡

9 居宅サービス計画 指定訪問リハビリテーション事業者は，居宅サービス計画 適 ・ 否 ・ 居宅介護支援事業者からのサービス提供票 ○ 居宅サービス計 基準第83条

に沿ったサービスの が作成されている場合は，当該計画に沿った指定訪問リハビ の活用は適正に行われているか。 画(1)～(3) 準用(第16条)

提供 リテーションを提供しているか｡ ・ 訪問リハビリテーション計画の作成に当 ○ 訪問リハビリテ

たっては，居宅サービス計画の課題・目標に ーション 計画

沿っているか。 ○ サービス提供票

など

10 居宅サービス計画 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者が居宅サー 適 ・ 否 ・ 利用者の状態の変更により，サービス提供 基準第83条

等の変更の援助 ビス計画の変更を希望する場合や居宅サービス計画に位置づ 事業者からの変更の必要性の説明に対し利用 準用(第17条)

けられたサービス提供期間内のサービスの評価を適宜行い計 者が同意する場合も含まれる。

画の変更が必要な場合は，当該利用者に係る居宅介護支援事 ・ 法定代理受領サービスとして提供するため 解釈準用

業者への連絡その他の必要な援助を行っているか｡ には，支給限度額の範囲内で居宅サービス計 (第3の一の3の

画を変更する必要がある旨の説明を利用者に (7))

行っているか。

11 身分を証する書類 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，理学療法士，作 適 ・ 否 ・ 身分証明証の様式は，定められていないの ○ 身分を証する書 基準第83条

の携行 業療法士又は言語聴覚士に身分を証する書類を携行させ， 身分証明証 で，任意の様式となるが，少なくとも( 2 )の 類（名札等） 準用(第18条)

初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたとき 有 ・ 無 要件を備えていること。

は，これを提示すべき旨を指導しているか｡

(2) 証書等には，当該指定訪問リハビリテーション事業所の 適 ・ 否 ・ 当該理学療法士，作業療法士又は言語聴覚 解釈準用

名称，当該理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の氏名 士の写真の貼付や職能の記載を行うことが望 (第3の一の3の

の記載があるか｡ ましい。 (8))

12 サービスの提供の (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ・ 利用者及び事業者が，その時点での支給限 ○ 利用者への交付 解釈準用

記録 リテーションを提供した際には，当該指定訪問リハビリ 書面の種類 度額の残額やサービスの利用状況を把握する 書面(控) (第3の一の3の

テーションの提供日及び内容，当該指定訪問リハビリテー ・ｻｰﾋﾞｽ ために行うものとなっているか。 (9))利用票

ションについて法第41条第６項の規定により利用者に代 ・ 基準第83条その他の書面

わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な （ ） ・ 利用者が所持する書面（例えば，指定居宅 準用

事項を，利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこ 介護支援事業者が利用者に交付するサービス (第19条第1項)

れに準ずる書面に記載しているか｡ 利用票）への記録が想定されるが，これに代

わる記録票等でもよい。
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(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 基準第83条

リテーションを提供した際には，提供した具体的なサービ ・ 「提供した具体的なサービスの内容等の記 準用

スの内容等を記録するとともに，利用者からの申出があっ 録」は，鹿児島県条例により，５年間保存す (第19条第2項)

た場合には，文書の交付その他適切な方法により，その情 ること。 鹿児島県条例

報を利用者に対して提供しているか。

13 利用料等の受領 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領 適 ・ 否 ・ 定められた利用者負担額（１割～３割相 ○ 金銭台帳の類 基準

サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供し 当額）の支払いを受けているか。 ○ 請求書及び領収 第78条第1項

た際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定 証(控)

訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準 ○ 介護給付費請求

額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われ 明細書(控)

る居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受け ○ 運営規程

ているか｡ ○ 利用料金等の説

明文書

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領 適 ・ 否 ・ 費用の全額（10割）の支払いを受けている 基準

サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供 か。 第78条第2項

した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定

訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準

額と，健康保険法第63条第１項又は高齢者の医療の確保に

関する法律第64条第１項に規定する療養の給付のうち指定

訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額

との間に，不合理な差額が生じないようにしているか｡

(3) 指定訪問リハビリテーション事業者は，上記( 1 )，( 2 ) 適 ・ 否 ・ 利用者の選択により通常の事業の実施地域 ○ 運営規程 基準

の支払を受ける額のほか，利用者の選定により通常の事業 交通費の受領 以外の地域の居宅において提供し，それに要 第78条第3項

の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリ 有 ・ 無 した交通費を徴収する場合は，その額につい

テーションを行う場合は，それに要した交通費の額以外の て運営規程等に明示されているか。

支払を利用者から受けていないか｡

(4) 指定訪問リハビリテーション事業者は，( 3 )の費用の額 適 ・ 否 ・ 運営規程等説明を行う書面は，利用者にわ ○ 運営規程 基準

に係るサービスの提供に当たっては，あらかじめ利用者又 同意文書 かりやすく内容が適当か。 ○ 利用料金等の説 第78条第4項

はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について 有 ・ 無 ・ また，支払いに同意する旨の文書に署名 明文書

説明を行い，利用者の同意を得ているか｡ (記名押印)を受けているか。 ○ 請求書及び領収

証(控)

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 領収証の交付 ・ 利用者負担の徴収は，サービス提供の都度 ○ 請求書及び領収 法第41条第8項

リテーションの提供に要した費用につき，その支払を受け 有 ・ 無 でも，月末締めの一括の形でもよいが，領収 証(控)

る際，当該支払をした居宅要介護被保険者に対し，厚生労 証は利用者負担金受領の都度に交付している

働省令で定めるところにより，領収証を交付しているか｡ か。

(6) 指定訪問リハビリテーション事業者は，法第41条第８項 適 ・ 否 ・ 領収証には次に掲げる費用区分を明確にし 施行規則第65条

の規定により交付しなければならない領収証に，指定訪問 ているか。

リハビリテーションについて居宅要介護被保険者から支払 ① 介護給付費の利用者負担額又は現に要し

を受けた費用の額のうち，同条第４項第一号又は第二号に た費用の額

規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の ② 食事の提供に要した費用の額

額（その額が現に当該指定訪問リハビリテーションに要し ③ 滞在に要した費用の額

た費用の額を超えるときは，当該現に指定訪問リハビリ ④ その他の費用（交通費）の額（それぞれ

テーションに要した費用の額とする。），食事の提供に要 個別の費用ごとに区分）

した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びに ・ 明細の項目等が利用者にわかりやすいもの

その他の費用の額を区分して記載し，当該その他の費用の となっているか。

額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載して

いるか｡
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14 保険給付の請求の 指定訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領サー 適 ・ 否 ・ 償還払いとなる場合，市町村への保険給付 ○ サービス提供証 基準第83条

ための証明書の交付 ビスに該当しない指定訪問リハビリテーションに係る利用料 償還払い の請求を容易に行えるようサービス提供証明 明書(控) 準用(第21条)

の支払を受けた場合は，提供した指定訪問リハビリテーショ 有 ・ 無 書を交付しているか。

ンの内容，費用の額その他必要と認められる事項を記載した 証明書の交付 ・ 様式は基本的には介護給付費請求明細書と

サービス提供証明書を利用者に対して交付しているか｡ 有 ・ 無 同じで記載不要の欄は網掛け等の処理が望ま

しい。

15 指定訪問リハビリ (1) 指定訪問リハビリテーションは，利用者の要介護状態の 適 ・ 否 （指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針 ○ 訪問リハビリテ 基準

テーションの基本取 軽減又は悪化の防止に資するよう，リハビリテーションの 及び具体的取扱方針） ーション計画 第79条第1項

扱方針 目標を設定し，計画的に行われているか｡ ① 指定訪問リハビリテーションは，利用者の ○ 居宅介護サービ 解釈

心身の状態，生活環境を踏まえて，妥当適切 ス計画(控) 第3の四の3(2)

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，自らその提供す 適 ・ 否 に行うとともにその生活の質の確保を図るよ ○ 訪問リハビリテ ①～⑤

る指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い，常にそ う，主治の医師との密接な連携のもとに訪問 ーション記録 基準

の改善を図っているか｡ リハビリテーション計画に沿って行うことと ○ 研修受講記録 第79条第2項

したものであること。 (法第73条1項)

② 指定訪問リハビリテーションの提供につい

16 指定訪問リハビリ (1) 指定訪問リハビリテーションの提供は，理学療法士，作 適 ・ 否 ては，目標達成の度合いやその効果等につい 基準第80条

テーションの具体的 業療法士又は言語聴覚士が行うものとしているか｡ て評価を行うとともに，訪問リハビリテー

取扱方針 ション計画の修正を行い改善を図る等に努め

(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，医師 適 ・ 否 なければならないものであること。 基準

の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき，利用者 ③ 指定訪問リハビリテーションの提供に当 第80条第一号

の心身機能の維持回復を図り，日常生活の自立に資するよ たっては，利用者の心身の状態，リハビリ

う，妥当適切に行っているか｡ テーションの内容やそれを提供する目的，具

体的な方法，リハビリテーションに必要な環

(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，懇切 適 ・ 否 境の整備，療養上守るべき点及び療養上必要 基準

丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，リ な目標等，療養上必要な事項について利用者 第80条第二号

ハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項につ 及びその家族に理解しやすいよう指導又は説

いて, 理解しやすいように指導又は説明を行っているか｡ 明を行うこと。

④ 指定訪問リハビリテーションの提供に当

(4) 常に利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれて 適 ・ 否 たっては，医学の進歩に沿った適切な技術を

いる環境の的確な把握に努め，利用者に対し，適切なサー もって対応できるよう，新しい技術の習得

ビスを提供しているか｡ 等，研鑚を積むことを定めたものであるこ

と。

⑤ 指定訪問リハビリテーションを行った際に 基準

は，速やかに，指定訪問リハビリテーション 第80条第三号

を実施した要介護者等の氏名，実施日時，実

施した指定訪問リハビリテーションの要点及

び担当者の氏名を記録すること。

(5) それぞれの利用者について，訪問リハビリテーション計 適 ・ 否 ⑥ リハビリテーション会議（以下，リハ会議 ○ 主治医への報告 基準

画に従ったサービスの実施状況及びその評価について，速 という。）の構成員は，医師，理学療法士， が確認できる資 第80条第四号

やかに診療記録を作成するとともに，医師に報告している 作業療法士，言語聴覚士，介護支援専門員， 料

か｡ 居宅サービス等の担当者，介護予防・日常生

活支援総合事業のサービス担当者及び保健師

(6) 指定訪問リハビリテーション事業者は，リハビリテー 適 ・ 否 等とし，事業者はリハ会議を開催し，利用者 基準

ション会議（訪問リハビリテーション計画又は通所リハビ の状況等に関する情報を構成員と共有するよ 第80条第五号

リテーション計画の作成のために，利用者及びその家族の う努めること。

参加を基本としつつ，医師，理学療法士，作業療法士，言 なお，リハ会議は，家庭内暴力等によりそ

語聴覚士，介護支援専門員，居宅サービス計画の原案に位 の家族の参加が望ましくない場合や，家族が

置づけた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者（以 やむを得ず参加できない場合は，必ずしもそ

下「構成員」という。）により構成される会議をいう。） の参加を求めるものではないこと。また，リ
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の開催により，リハビリテーションに関する専門的な見地 ハ会議の開催の日程調整を行ったが，サービ

から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう ス担当者の事由等により，構成員がリハ会議

努め，利用者に対し，適切なサービスを提供しているか。 を欠席した場合は，速やかに当該会議の内容

について欠席者との情報共有を図ること。

17 訪問リハビリテー (1) 医師及び理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士は，当 適 ・ 否 ・ 訪問リハビリテーション計画は，指定訪問 ○ 訪問リハビリテ 基準

ション計画の作成 該医師の診療に基づき，利用者の病状，心身の状況，希望 リハビリテーション事業所の医師の診療に基 ーション計画 第81条第1項

及びその置かれている環境を踏まえて，当該サービスの目 づき，利用者ごとに，利用者の心身の状態， ○ 訪問リハビリテ 解釈

標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等 生活環境を踏まえて作成してあるか。 ーション記録 第3の四の3(3)

を記載した訪問リハビリテーション計画を作成している ○ 訪問リハビリテ ①

か｡ ・ 利用者の希望，リハビリテーションの目標 ーション計画

及び方針，健康状態，リハビリテーション実 （利用者ごと）

施上の留意点，リハビリテーション終了の目

安・時期等を記載しているか。

・ 指定訪問リハビリテーション事業所とは別 解釈

の医療機関の医師から計画的な医学管理を受 第3の四の3(3)

けている患者であって，例外として，当該事 ②

業所の医師がやむを得ず診療できない場合に

は，別の医療機関の医師から情報の提供を受

けて，当該情報を根拠に訪問リハビリテー

ション計画を作成しても差し支えないものと

すること。

(2) 訪問リハビリテーション計画は，既に居宅サービス計画 適 ・ 否 ○ 実績記録 基準

が作成されている場合は，当該計画の内容に沿って作成し ・ 訪問リハビリテーション計画の目標や内容 など 第81条第2項

ているか。 等について，利用者及びその家族に理解しや 解釈

なお，指定訪問リハビリテーション計画を作成後に居宅 すい方法で説明を行うとともに，その実施状 第3の四の3(3)

サービス計画が作成された場合は，当該訪問リハビリテー 況や評価についても説明を行っているか。 ③

ション計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認

し，必要に応じて変更しているか。 ・ 当該計画の作成に当たっては，各々の事業

適 ・ 否 の目標を踏まえたうえで，共通目標を設定す

(3) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士 ること。また，その達成に向けて各々の事業 基準

は，訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては，そ の役割を明確にした上で，利用者に対して一 第81条第3項

の内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用 連のサービスとして提供できるよう，個々の 解釈

者の同意を得ているか｡ また，その実施状況や，評価につ リハビリテーションの実施主体，目的及び具 第3の四の3(3)

いても説明を行っているか｡ 体的な提供内容等を１つの計画として分かり ②

適 ・ 否 やすく記録するよう留意すること。

(4) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士 基準

は，訪問リハビリテーション計画を作成した際には，当該 ・ 指定訪問リハビリテーション及び指定通所 第81条第4項

訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しているか。 リハビリテーションにおいて整合性のとれた

適 ・ 否 計画に従いリハビリテーションを実施した場

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者が指定通所リハビリ 合には，診療記録を一括して管理しても差し 基準

テーション事業者の指定を併せて受け，かつ，リハ会議の 支えない。 第81条第5項

開催等を通じて，利用者の病状，心身の状況，希望及びそ

の置かれている環境に関する情報を構成員と共有し，訪問 ・ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供 解釈準用

リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及 している事業者は，当該居宅サービス計画を (第3の一の3の

び当該目標を踏まえたリハビリテーション提供内容につい 作成している指定居宅介護支援事業者から訪 (13)⑥)

て整合性のとれた訪問リハビリテーション計画を作成した 問リハビリテーション計画の提供の求めが

場合については，通所リハビリテーションの運営に関する あった際には，当該計画を提供することに協

基準を満たすことをもって，( 1 )から( 4 )に規定する基準 力するよう努めているか。

を満たしているものとみなしているか。
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18 利用者に関する市 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリ 適 ・ 否 ・ 偽りその他不正な行為によって保険給付を 基準第83条

町村への通知 テーションを受けている利用者が次のいずれかに該当する場 受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大 準用(第26条)

合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知してい な過失等により，要介護状態又はその原因と 解釈準用

るか｡ なった事故を生じさせるなどした者に関し， (第3の一の3の

① 正当な理由なしに指定訪問リハビリテーションの利用 事例の有無 事業所は保険給付適正化の観点から市町村に (14))

に関する指示に従わないことにより，要介護状態等の程 有 ・ 無 通知しなければない。

度を増進させたと認められるとき｡

② 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は 事例の有無

受けようとしたとき｡ 有 ・ 無

19 管理者の責務 (1) 指定訪問リハビリテーション事業所の管理者は，指定訪 適 ・ 否 ・ 管理者が従業者及び業務の管理を一元的に ○ 他の業務等と兼 基準第83条

問リハビリテーション事業所の従業者の管理及び指定訪問 行える状況にあるか。 務している場合 準用

リハビリテーションの利用の申込みに係る調整，業務の実 はそれぞれの勤 (第52条第1項)

施状況の把握その他の管理を一元的に行っているか｡ 務表

○ 出勤簿

(2) 指定訪問リハビリテーション事業所の管理者は，当該指 適・ 否 ○ 組織(体系)表 基準第83条

訪問リハビリテーション事業所の従業者に，平成11年３月 など 準用

31日厚生省令第37号の「第５章第４節運営に関する基準」 (第52条第2項)

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか｡

20 運営規程 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリ 適 ・ 否 ・ 指定申請の際に作成された内容に変更はな ○ 運営規程 基準第82条

テーション事業所ごとに，次に掲げる重要事項を内容とした いか。

運営規程を定めているか｡

・ 変更があった場合，変更届が適正になされ

① 事業の目的及び運営の方針 ているか。

② 従業者の職種,員数及び職務の内容

③ 営業日及び営業時間

④ 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の

費用の額

⑤ 通常の事業の実施地域

⑥ その他運営に関する重要事項

21 勤務体制の確保等 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対し適 適 ・ 否 ・ 利用者の居宅サービス計画に基づいた適切 ○ 勤務計画(予定) 基準第83条

切な指定訪問リハビリテーションを提供できるよう，指定 なサービスを提供できるように従業者の勤務 表など 準用

訪問リハビリテーション事業所ごとに，理学療法士，作業 体制を定めているか。 (第30条第1項)

療法士又は言語聴覚士の勤務の体制を定めているか｡

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ○ 勤務表 解釈

リテーション事業所ごとに，原則として月ごとの勤務表を 第3の四の3(5)

作成し，指定訪問リハビリテーションに従事する理学療法

士，作業療法士及び言語聴覚士を明確にするとともに，そ

れらの者の職務の内容，常勤・非常勤の別等を明確にして

いるか｡

(3) 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士，作業 適 ・ 否 ・ 従業者は，雇用契約その他の契約により， ○ 辞令または雇用 解釈準用

療法士及び言語聴覚士については，労働者派遣法に規定す 管理者の指揮命令下にあるか｡ 契約書 (第3の一の3の

る派遣労働者（紹介予定派遣に係る者を除く。）ではない (20)②)

か｡

－ 8 －



訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

(4) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 ・ 当該事業所の理学療法士，作業療法士又は 基準第83条

リテーション事業所ごとに，当該指定訪問リハビリテー 言語聴覚士によってサービスの提供が行われ 準用

ション事業所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士に ているか。 (第30条第2項)

よって指定訪問リハビリテーションを提供しているか｡

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は，理学療法士，作 適 ・ 否 ・ 運営規程に理学療法士，作業療法士又は言 ○ 運営規程 基準第83条

業療法士又は言語聴覚士の資質の向上のために，研修機関 実施時期 語聴覚士の質的向上を図るための研修等の機 ○ 職員の研修の記 準用

が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計 （ ） 会を計画的に設ける旨を明示しているか。 録など (第30条第3項)

画的に確保しているか。

22 衛生管理等 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，理学療法士，作 適 ・ 否 ・ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の ○ 感染予防に関す 基準第83条

業療法士又は言語聴覚士の清潔の保持及び健康状態につい 感染予防対策 健康管理について定期的に検査確認等を行っ るマニュアルな 準用

て，必要な管理を行っているか｡ に係る備品名 ているか。 ど (第31条第1項)

特に，指定訪問リハビリテーション事業者は，理学療法

士，作業療法士又は言語聴覚士が感染源となることを予防 ・ 手指を洗浄するための設備等感染予防に必 解釈準用

し，また理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士を感染の 要な設備等（消毒器等）を設置し，訪問時に (第3の一の3の

危険から守るため，使い捨ての手袋等感染を予防するため は理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士に (21))

の備品等を備えるなど対策を講じているか｡ 携帯用の消毒液等を持たせるなど，適正な対

策を講じているか。

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 基準第83条

リテーション事業所の設備及び備品等について，衛生的な 準用

管理に努めているか｡ (第31条第2項)

23 掲 示 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリ 適 ・ 否 ・ 重要事項を事業所の見やすい場所に掲示し 基準第83条

テーション事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,理学療 ているか。 準用(第32条)

法士，作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制その他の利用 ・ 掲示事項の内容が実際に行っているサービ

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲 ス内容と一致しているか。

示しているか｡

24 秘密保持等 (1) 指定訪問リハビリテーション事業所の従業者は，正当な 適 ・ 否 ・ 訪問リハビリテーション従業者の質的向上 ○ 秘密保持に関す 基準第83条

理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘 を図るための研修等の機会を利用して周知徹 る就業時の取り 準用

密を漏らしていないか｡ 底するなどの対策を講じているか。 決め (第33条第1項)

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，当該指定訪問リ 適 ・ 否 ・ 具体的には，就業規則に盛り込むなど雇用 基準第83条

ハビリテーション事業所の従業者であった者が，正当な理 時の取り決め等を行っているか。 準用

由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密 (第33条第2項)

を漏らすことがないよう，必要な措置を講じているか｡

(3) 指定訪問リハビリテーション事業者は，サービス担当者 適 ・ 否 ・ 個人情報を用いる場合は，利用者（家族） ○ 利用者の同意に 基準第83条

会議等において，利用者の個人情報を用いる場合は利用者 文書 同意 に適切な説明（利用の目的で配布される範囲 関する記録 準用による

の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家 有 ・ 無 等）がされ，文書による同意を得ているか。 (第33条第3項)

族の同意を，あらかじめ文書により得ているか｡

25 居宅介護支援事業 指定訪問リハビリテーション事業者は，居宅介護支援事業 適 ・ 否 基準第83条

者に対する利益供与 者又はその従業者に対し，利用者に対して特定の事業者によ 準用(第35条)

の禁止 るサービスを利用させることの対償として，金品その他の財

産上の利益を供与していないか｡
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26 苦情処理 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，提供した指定訪 適 ・ 否 ・ 苦情処理の相談窓口があるか。 ○ 苦情処理に関す 基準第83条

問リハビリテーションに係る利用者及びその家族からの苦 ・ 苦情処理体制，手続きが定められている る記録 準用

情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるた か。 ○ サービス内容の (第36条第1項)

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じているか｡ 説明文書 など

具体的には，相談窓口，苦情処理の体制及び手順等当該 ・ 苦情に対して速やかに対応しているか。ま 解釈準用

事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要に た，利用者に対する説明は適切か。 (第3の一の3の

ついて明らかにし，利用申込者又はその家族にサービスの (25)①)

内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても

併せて記載するとともに，事業所に掲示すること等を行っ

ているか｡

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，( 1 )の苦情を受 適 ・ 否 基準第83条

け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録しているか。 準用

(3) 指定訪問リハビリテーション事業者は，苦情がサービス 適 ・ 否 解釈準用

の質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立 (第3の一の3の

ち，苦情の内容を踏まえ，サービスの質に向上に向けた取 (25)②)

組を自ら行っているか。

(4) 指定訪問リハビリテーション事業者は，提供した指定訪 市町村の調査 ・ 市町村についても国民健康保険団体連合会 基準第83条

問リハビリテーションに関し，法第23条（文書の提出等） 有 ・ 無 と同様に，サービスに関する苦情に対応する 準用

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しく 必要がある。 (第36条第3項)

は提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照

会に応じているか｡

また，利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協 適 ・ 否

力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合に

おいては当該指導又は助言に従って必要な改善を行ってい

るか｡

(5) 指定訪問リハビリテーション事業者は，市町村からの求 適 ・ 否 基準第83条

めがあった場合には，( 4 )の改善の内容を市町村に報告し 準用

ているか。 (第36条第4項)

(6) 指定訪問リハビリテーション事業者は，提供した指定訪 国保連の調査 基準第83条

問リハビリテーションに係る利用者からの苦情に関して， 有 ・ 無 準用

国民健康保険団体連合会が行う法第1 7 6条(連合会の業務) 適 ・ 否 (第36条第5項)

第１項第三号の調査に協力するとともに，国民健康保険団

体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合において

は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行っている

か｡

(7) 指定訪問リハビリテーション事業者は，国民健康保険団 適 ・ 否 基準第83条

体連合会からの求めがあった場合には，( 6 )の改善の内容 準用

を国民健康保険団体連合会に報告しているか。 (第36条第6項)

27 地域との連携 指定訪問リハビリテーション事業者は，その事業の運営に 適 ・ 否 ・ 「市町村が実施する事業」には，介護相談 基準第83条

当たっては，提供した指定訪問リハビリテーションに関する 員派遣事業のほか，広く市町村が老人クラ 準用

利用者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及 ブ，婦人会その他の非営利団体や住民の協力 (第36条の2)

び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力する を得て行う事業が含まれる。

よう努めているか。
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28 事故発生時の対応 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する 事故の発生 ・ 事故が発生した場合の対応方法について， ○ 緊急時の連絡体 基準第83条

指定訪問リハビリテーションの提供により事故が発生した 有 ・ 無 あらかじめ定めておくことが望ましい。 制に関する書類 準用

場合は，市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係る居 ○ 事故に関する記 (第37条第1項)

宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を 録

講じているか｡

基準第83条

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，( 1 )の事故の状 適 ・ 否 準用

況及び事故に際して採った処置について記録しているか。 (第37条第2項)

(3) 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する 事例の有無 ・ 損害賠償保険に加入しておくか，又は賠償 ○ 損害賠償保険証 基準第83条

指定訪問リハビリテーションの提供により賠償すべき事故 有 ・ 無 資力を有することが望ましい。 書 準用

が発生した場合は，損害賠償を速やかに行っているか｡ 損害賠償保険 (第37条第3項)

加入・未加入

(4) 指定訪問リハビリテーション事業者は，事故が生じた際 適 ・ 否 解釈準用

にはその原因を解明し，再発生を防ぐための対策を講じて (第3の一の3の

いるか｡ (27)③)

29 会計の区分 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビ 適 ・ 否 基準第83条

リテーション事業所ごとに経理を区分するとともに，指定 準用(第38条)

訪問リハビリテーション事業の会計とその他の事業の会計

を区分しているか｡

(2) 具体的な会計処理の方法については，別に通知された 適 ・ 否 平13年老振発第

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」 18号

を参考として適切に行われているか。

30 記録の整備 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，従業者，設備， 適 ・ 否 ・ 医師は，理学療法士又は作業療法士に対し ○ 訪問リハビリテ 基準

備品及び会計に関する諸記録を整備しているか｡ て行った指示内容の要点を診療録に記入す ーション計画書 第82条の2第1

る。 ○ 診療録（リハビ 項

・ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士は， リテーション記 基準

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する 適 ・ 否 訪問リハビリテーション計画に基づき提供し 録) など 第82条の2第2

指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記 た具体的なサービスの内容等及び指導に要し 項

録を整備し，その完結の日から２年間保存しているか｡ た時間を記録にとどめておく。 平12老企第36号

① 指定訪問リハビリテーション計画 報酬解釈

② 基準第 条第２項の規定を準用する提供した具体的 ・ 当該記載については，医療保険の診療録に 第2の5(13)19

なサービスの内容等の記録 記載することとしてもよいが，下線又は枠で

③ 基準第 条の規定を準用する市町村への通知に係る 囲う等により，他の記載と区別できるように26

記録 すること。

④ 基準第 条第２項の規定を準用する苦情の内容等の ・ 実施時間，訓練内容，担当者等の記録は，36

記録 利用者ごとに保管され，常に事業所の従事者

⑤ 基準第 条第２項の規定を準用する事故の状況及び により閲覧可能であるようにすること。37

事故に際して採った処置についての記録 ・ (2)の①，②においては，鹿児島県条例に 鹿児島県条例

より，保存期間を５年間とする。
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第５ 変更の届出等 (1) 指定訪問リハビリテーション事業者は，当該指定に係る 適 ・ 否 ・ 下記の事項に係る変更の届出は適切に行わ ○ 変更届受理通知 法第75条第1項

事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令（平成11年３ れているか。 施行規則

月31日厚生省令第36号「介護保険法施行規則」第1 3 1条） ① 事業所の名称及び所在地 第131条第1項

で定める事項に変更があったとき，又は休止した当該指定 ② 申請(開設)者の名称及び主たる事務所の 第四号

訪問リハビリテーション事業を再開したときは，厚生労働 所在地並びにその代表者の氏名，生年月

省令（同上）で定めるところにより，10日以内に，その旨 日，住所及び職名

【H30.10.1改正】を県知事に届け出ているか。 ③ 申請者の定款，寄附行為等及びその登記

事項証明書又は条例等（当該申請に係る事

業所が法人以外の者の開設する病院又は診

療所であるときを除く。）

(2) 指定訪問リハビリテーション事業者は，当該指定訪問リ 適 ・ 否 ④ 事業所の病院 診療所 介護老 法第75条第2項若しくは 又は

ハビリテーション事業を廃止し，又は休止しようとすると 人保健施設 の別若しくは介護医療院

きは，厚生労働省令（同上）で定めるところにより，その ⑤ 事業所の平面図

⑥ 利用者の推定数廃止又は休止の日の１月前までに，その旨を県知事に届け

出ているか。 ⑦ 事業所の管理者の氏名，生年月日及び住

所

⑧ 運営規程

【H30.10.1改正】⑨ 当該申請に係る事業に係る居宅介護サー

ビス費の請求に関する事項

【H30.10.1改正】⑩ 役員の氏名，生年月日及び住所

第６ 介護給付費の算定

及び取扱い 法第41条第4項 報酬告示：指定

１ 基本的事項 (1) 指定訪問リハビリテーション事業に要する費用の額は， 適 ・ 否 ・ 医療系サービスについては，全国統一単価 ○ 介護給付費請求 法第53条第2項 居宅サービスに

平成12年厚生省告示第19号の別表「指定居宅サービス介護 である診療報酬との間で，一般的には価格差 書(控) 平12厚告第19号 要する費用の額

給付費単位数表」により算定されているか｡ を設けることはないものと考えられることか ○ 介護給付費請求 以下｢報酬告 の算定に関する

ら，割引は想定されていない。 明細書(控) 示｣）の一 基準（平12厚生

(2) 指定通所リハビリテーション事業に要する費用の額は， 適 ・ 否 ・ 本県では，全てのサービスについて，１単 ○ 領収証(控) 報酬告示の二 省告示第19号)

平成12年厚生省告示第22号の「厚生労働大臣が定める１単 位＝１０円である。 ○ サービス提供票

位の単価」に，別表に定める単位数を乗じて算定されてい ・ 本県では，１円未満の端数は生じない。 ○ 訪問リハビリテ 報酬解釈：指定

るか。 ーション計画 居宅サービスに

適 ・ 否 ○ 実績記録 要する費用の額

(3) １単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数 ○ 介護給付費算定 報酬告示の三 の算定に関する

があるときは，その端数金額は切り捨てて計算している に係る体制等に 基準（訪問通所

か。 関する届出(控) サービス，居宅

療養管理指導及

２ 訪問リハビテー (1) 通院が困難な利用者に対して，指定訪問リハビリテー 適 ・ 否 ① 計画的な医学的管理を行っている当該指定 ○ 医師の指示又は 報酬告示 び福祉用具貸与

ション費の算定 ション事業所の理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 訪問リハビリテーション事業所の医師の指示 情報提供を確認 別表の4の注1 に係る部分）及

が，計画的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の の下で実施するとともに，当該医師の診療の できる資料 び指定居宅介護

指示に基づき，指定訪問リハビリテーションを行った場合 日から３月以内に行われた場合に算定する。 ○ 訪問リハビリテ 平12老企第36号 支援に要する費

に，１回につき 単位を算定しているか｡ ーション計画書 (以下｢解釈｣) 用の額の算定に292

例外として、指定訪問リハビリテーション ○ 訪問リハビリテ 第2の5(1)① 関する基準の制

事業所の医師がやむを得ず診療できない場合 ーション記録 定に伴う実施上

には、別の医療機関の計画的な医学的管理を ○ サービス提供票 の留意事項につ

行っている医師から情報提供（指定訪問リハ など いて（平12老企

ビリテーションの必要性や利用者の心身機能 第36号)

や活動等に係るアセスメント情報等）を受

け、当該情報提供を踏まえて、当該リハビリ

テーション計画を作成し、指定訪問リハビリ
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訪問リハビリテーション

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

テーションを実施した場合には、情報提供を

行った別の医療機関の医師による当該情報提

供の基礎となる診療の日から３月以内に行わ

れた場合に算定する。

この場合，少なくとも３月に１回は，指定

訪問リハビリテーション事業所の医師は，当

該情報提供を行った別の医療機関の医師に対

して，訪問リハビリテーション計画等につい

て情報提供を行っているか。

② 利用者が指定訪問リハビリテーション事業 解釈

所である医療機関を受診した日又は訪問診療 第2の5(1)⑥

若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリ

テーション計画の作成に必要な医師の診療が

行われた場合には、当該複数の診療等と時間

を別にして行われていることを記録上明確に

する。

③ 指定訪問リハビリテーションは、指定訪問 解釈

リハビリテーション事業所の医師の診療に基 第2の5(1)②

づき、訪問リハビリテーション計画を作成

し、実施することが原則であるが、医療保険

の脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用

症候群リハビリテーション料又は運動器リハ

ビリテーション料を算定すべきリハビリテー

ションを受けていた患者が、介護保険の指定

訪問リハビリテーションへ移行する際に、

「リハビリテーションマネジメント加算等に

関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順及び様式例の

提示について」（平成30年３月22日老老発032

2第２号）の別紙様式２－１をもって、保険医

療機関から当該事業所が情報提供を受け、当

該事業所の医師が利用者を診療するととも

に、別紙様式２－１に記載された内容につい

て確認し、指定訪問リハビリテーションの提

供を開始しても差し支えないと判断した場合

には、例外として、別紙様式２－１をリハビ

リテーション計画書とみなして訪問リハビリ

テーション費の算定を開始してもよいことと

する。

なお、その場合であっても、算定開始の日

が属する月から起算して３月以内に、当該事

業所の医師の診療に基づいて、次回の訪問リ

ハビリテーション計画を作成する。

(2) 訪問リハビリテーションは，利用者又はその家族等利用 適 ・ 否 ・ 居宅からの一連のサービス行為として，買 解釈

者の看護に当たる者に対して１回当たり20分以上指導を い物やバス等の公共交通機関への乗降などの 第2の5(1)③⑤

行った場合に，１週に６回を限度として算定しているか。 行為に関する訪問リハビリテーションを提供

するに当たっては，訪問リハビリテーション

計画にその目的，頻度等を記録すること。
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訪問リハビリテーション

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

報酬告示３ 事業所の建物と同 (1) 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同 適 ・ 否 ① 「同一敷地内建物等」とは、当該事業所

別表の4の注2一の敷地内若しくは 一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪 と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同

一敷地内並びに隣接する敷地（当該事業所と隣接する敷地内の建 問リハビリテーション事業所と同一建物（以下「同一敷地

物に居住する利用者 内建物等」という。）に居住する利用者（指定訪問リハビ 解釈準用建築物が道路等を挟んで設置している場合を

等に対する算定 リテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷 (第2の2(15))含む。）にある建築物のうち効率的なサービ

ス提供が可能なものを指すものである。具体地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除

的には、一体的な建築物として、当該建物のく。）又は指定訪問リハビリテーション事業所における１

１階部分に事業所がある場合や当該建物と渡月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物

り廊下でつながっている場合など、同一の敷（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者に対し

地内若しくは隣接する敷地内の建物として、て，指定訪問リハビリテーションを行った場合は，１回に

同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭いつき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定して

道路を挟んで隣接する場合などが該当するもいるか。

のであること。

② 同一の建物に20人以上居住する建物（同(2) 指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たり 適 ・ 否

一敷地内建物等を除く。）の定義の利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居

イ 「当該事業所における利用者が同一建物住する利用者に対して，指定訪問リハビリテーションを

に20人以上居住する建物」とは、①に該当行った場合は，１回につき所定単位数の100分の85に相当

するもの以外の建築物を指すものであり、する単位数を算定しているか。

当該建築物に当該事業所の利用者が20人以

上居住する場合に該当し、同一敷地内にあ

る別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物

の利用者数を合算するものではない。

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）

の利用者数の平均を用いる。この場合、１

月間の利用者の数の平均は、当該月におけ

る１日ごとの該当する建物に居住する利用

者の合計を、当該月の日数で除して得た値

とする。この平均利用者数の算定に当たっ

ては、小数点以下を切り捨てるものとす

る。

③ 当該減算は、事業所と建築物の位置関係

により、効率的なサービス提供が可能であ

ることを適切に評価する趣旨であることに

鑑み、本減算の適用については、位置関係

のみをもって判断することがないよう留意

すること。具体的には、次のような場合を

一例として、サービス提供の効率化につな

がらない場合には、減算を適用すべきでは

ないこと。

(同一敷地内建物等に該当しないものの例)

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複

数の建物が点在する場合

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川

などに敷地が隔てられており、横断する

ために迂回しなければならない場合

④ ①及び②のいずれの場合においても、同

一の建物については、当該建築物の管理、

運営法人が当該事業所の事業者と異なる場

合であっても該当するものであること。
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訪問リハビリテーション

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

⑤ 同一敷地内建物等に50 人以上居住する建

物の定義

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地

内建物等における当該事業所の利用者が50

人以上居住する建物の利用者全員に適用さ

れるものである。

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）

の利用者数の平均を用いる。この場合、１

月間の利用者の数の平均は、当該月におけ

る１日ごとの該当する建物に居住する利用

者の合計を、当該月の日数で除して得た値

とする。この平均利用者数の算定に当たっ

ては、小数点以下を切り捨てるものとす

る。

報酬告示４ 特別地域訪問リハ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問リハビ 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める地域

別表の4の注3ビリテーション加算 リテーション事業所又はその一部として使用される事務所の 平成24年厚労省告示第120号を参照。

理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリ 解釈

テーションを行った場合は，特別地域訪問リハビリテーショ 「その一部として使用される事務所」とは， 第2の5(4)

ン加算として，１回につき所定単位数の100分の15に相当す 待機や道具の保管，着替え等を行う出張所等

る単位数を所定単位数に加算しているか。 （サテライト事業所）をいう。

報酬告示５ 中山間地域等にお 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し，かつ別に厚生労 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める地域

別表の4の注4ける小規模事業所加 働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問リハビリテー 中山間地域等 平成21年厚労省告示第83号の一

算 ション事業所（その一部として使用される事務所が当該地域 小規模加算 解釈

に所在しない場合は，当該事務所を除く。）又はその一部と 有 ・ 無 ※厚生労働大臣が定める施設基準 第2の5(5)

して使用される事務所の理学療法士，作業療法士又は言語聴 平成27年厚生労働省告示第96号の一

覚士が指定訪問リハビリテーションを行った場合は，１回に ・１月当たり延訪問回数が2 0 0回以下の事業所

つき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数 ・延訪問回数は前年度（３月を除く。）の１

に加算しているか。 月当たりの平均延訪問回数をいう。

・利用者に事前に説明を行い，同意を得るこ

と。

報酬告示６ 中山間地域等に居 指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士，作業療 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める地域

別表の4の注5住する者へのサービ 法士又は言語聴覚士が，別に厚生労働大臣が定める地域に居 平成21年厚労省告示第83号の二

ス提供加算 住している利用者に対して，通常の事業の実施地域を越え 解釈

て，指定訪問リハビリテーションを行った場合は，１回につ ・ 当該加算を算定する利用者については，運 第2の5(6)

き所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位数に 営基準第78条第３項に規定する交通費の支払

加算しているか。 いを受けることはできない。

７ 短期集中リハビリ 訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーションマ 適 ・ 否 ① 本加算におけるリハビリテーションは，利 ○ リ ハ ビ リ テ ー 報酬告示

テーション実施加算 ネジメント加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいづれかを算定している 用者の状態に応じて，基本的動作能力（起 ション計画書 別表の4の注6

として県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所 居，歩行，発話等を行う能力）及び応用的動

が，利用者に対して，リハビリテーションを必要とする状態 作能力（運搬，トイレ，掃除，洗濯，コミュ 解釈

の原因となった疾患の治療のために入院(入所)した病院，診 ニケーション等を行うに当たり基本的動作を 第2の5(7)

療所若しくは介護保険施設から退院(退所)した日（以下「退 組み合わせて行う能力）を向上させ，心身機

院（所）日」という。）又は認定日から起算して３月以内の 能の回復するための集中的なリハビリテー

期間に，リハビリテーションを集中的に行った場合は，短期 ションを実施するものである。

集中リハビリテーション実施加算として，１日につき2 0 0単

位を所定単位数に加算しているか。
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訪問リハビリテーション

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

※認定日：要介護認定（法第19条第１項に規定する要介護 ② 「リハビリテーションを集中的に行った場

認定）の効力が生じた日（当該利用者が新たに要 合」とは，退院(所)日又は認定日から起算し

介護認定を受けた者である場合に限る。） て３月以内の期間に，１週につきおおむね２

※法第19条第１項（市町村の認定）： 日以上，１日当たり20分以上実施するもので

介護給付を受けようとする被保険者は，要介護 なければならない。

者に該当すること及びその該当する要介護状態区

分について，市町村の認定（以下「要介護認定」 ③ 本加算の算定に当たっては，リハビリテー

という。）を受けなければならない。 ションマネジメント加算を算定しているこ

と。

８ リハビリテーショ 別に厚生労働大臣が定める基準（平成27年大臣基準告示の 適 ・ 否 ① 本加算は，利用者ごとに行われるケアマネ ○ リ ハ ビ リ テ ー 報酬告示

ンマネジメント加算 十二）に適合しているものとして県知事に届け出た指定訪問 ジメントの一環として実施されるものであ ション計画書 別表の4の注7

リハビリテーション事業所の医師，理学療法士，作業療法 り，リハビリテーションの質の向上を図るた ○ 興 味 ・ 関 心

士，言語聴覚士その他の職種の者が協働し，継続的にリハビ め，利用者の状態や生活環境等を踏まえた， チェックシート(参 解釈

リテーションの質を管理した場合は，リハビリテーションマ 他職種協働による訪問リハビリテーション計 考様式） 第2の5(8)

ネジメント加算として，次に掲げる区分に応じ，１月につき 画の作成，当該計画に基づく状態や生活環境 ○診療記録

次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。 等を踏まえた適切なリハビリテーションの提 ○プロセス管理票

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)については３月 適 ・ 否 供，当該提供内容の評価とその結果を踏まえ （参考様式）

に１回を限度として算定しているか。 た当該計画の見直し等といったSP D C Aサイク ○ リ ハ ビ リ テ ー

ただし，次に掲げるいずれかの加算を算定している場合に ルの構築を通じて，継続的にリハビリテー シ ョ ン 会 議 録

おいては，次に掲げるその他の加算は算定しない。 ションの質の管理を行った場合に加算する。 （Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ）

イ．リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230単位 ② 「リハビリテーションの質の管理」とは， 「リハビリテー

ロ．リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 280単位 生活機能の維持又は向上を目指すに当たっ ションマネジメ

ハ．リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 320単位 て，心身機能，個人として行うA D LやIADLと ント加算等に関

ニ．リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 420単位 いった活動をするための機能，家庭での役割 する基本的な考

を担うことや地域の行事等に関与すること等 え方並びにリハ

といった参加をするための機能について，バ ビリテーション

ランス良くアプローチするリハビリテーショ 計画書等の事務

ンが提供できているかを管理することであ 処理手順及び様

る。 式例の提示につ

③ 大臣基準告示第十二号イ(1)の「定期的に」 いて」（平成30

とは，初回の評価は，訪問リハビリテーショ 年３月22日老老

ン計画に基づくリハビリテーションの提供開 発0322第２号）

始からおおむね２週間以内に，その後はおお を参照。

むね３月ごとに評価を行うものであること。

④ 指定訪問リハビリテーション事業所の医師

が利用者に対して３月以上の指定訪問リハビ

リテーションの継続利用が必要と判断する場

合には、リハビリテーション計画書の特記事

項欄に指定訪問リハビリテーションの継続利

用が必要な理由、指定通所リハビリテーショ

ンその他の指定居宅サービスの併用や移行の

見通しを記載すること。

⑤ リハビリテーション会議の構成員である医

師の当該会議への出席については、テレビ電

話等情報通信機器を使用してもよいこととす

る。なお、テレビ電話等情報通信機器を使用

する場合には、当該会議の議事に支障のない

ように留意すること。
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主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

⑥ リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)

のデータの提出については、厚生労働省が実

施する「通所・訪問リハビリテーションの質

の評価データ収集等事業」（以下、「VISIT」

という。）に参加し、当該事業で活用してい

るシステムを用いて、リハビリテーションマ

ネジメントで活用されるリハビリテーション

計画書等のデータを提出することを評価した

ものである。

９ 特別の指示を行っ 指定訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治 適 ・ 否 ・ 「急性増悪等により一時的に頻回の訪問リ 報酬告示

た場合 の医師（介護老人保健施設の医師を除く。）が，当該者が急 ハビリテーションを行う必要がある旨の特別 別表の4の注8

性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを行 の指示を行った場合」とは，保険医療機関の

う必要がある旨の特別の指示を行った場合は，その指示の日 医師が，診療に基づき，利用者の急性増悪等 解釈

から14日間に限って，訪問リハビリテーション費を算定して により一時的に頻回の訪問リハビリテーショ 第2の5(9)

いないか。 ンを行う必要性を認め，計画的な医学的管理

の下に，在宅で療養を行っている利用者で

あって通院が困難なものに対して，訪問リハ

ビリテーションを行う旨の指示を行った場合

をいう。

この場合，その特別の指示の日から14日間

を限度として医療保険の給付対象となるた

め，訪問リハビリテーション費は算定できな

い。

10 サービス種類相 利用者が短期入所生活介護，短期入所療養介護若しくは特 適 ・ 否 ・ 介護老人保健施設，介護療養型医療施設若 報酬告示

互の算定関係 定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護，地域 しくは介護医療院の退所(退院)日又は短期入 別表の4の注9

密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老人 所療養介護のサービスの終了日(退所・退院 老企第36号

福祉施設入所者生活介護を受けている間に，訪問リハビリ 日)については，訪問リハビリテーション費は 第2の1(3)

テーション費を算定していないか｡ 算定できない。

11 事業所の医師が診 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定訪問リ 適 ・ 否 ・ 訪問リハビリテーション計画は、原則、当 報酬告示

療を行っていない場 ハビリテーション事業所の理学療法士，作業療法士又は言語 該指定訪問リハビリテーション事業所の医師 別表の4の注10

合の減算 聴覚士が，当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師が の診療に基づき、当該医師及び理学療法士、

診療を行っていない利用者に対して，指定訪問リハビリテー 作業療法士又は言語聴覚士が共同して作成す 解釈

ションを行った場合は，１回につき20単位を所定単位数から るものである。 第2の5(10)

減算しているか。 ・ 本減算は、指定訪問リハビリテーション事

業所とは別の医療機関の医師による計画的な

医学的管理を受けている利用者であって、当

該事業所の医師がやむを得ず診療できない場

合に、別の医療機関の医師からの情報をもと

に、当該事業所の医師及び理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が訪問リハビリテー

ション計画を作成し、当該事業所の医師の指

示に基づき、当該事業所の理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士が指定訪問リハビリ

テーションを実施した場合について、評価し

たものである。
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訪問リハビリテーション

主 眼 事 項 着 眼 点 自己評価 チェックポイント 関係書類 根拠法令 特記事項

・ 「当該利用者に関する情報の提供」とは、

別の医療機関の計画的に医学的管理を行って

いる医師から指定訪問リハビリテーション事

業所の医師が、「リハビリテーションマネジ

メント加算等に関する基本的な考え方並びに

リハビリテーション計画書等の事務処理手順

及び様式例の提示について」の別紙様式２－

１のうち、本人の希望、家族の希望、健康状

態・経過、心身機能・構造、活動（基本動

作、移動能力、認知機能等）、活動（ＡＤ

Ｌ）、リハビリテーションの目標、リハビリ

テーション実施上の留意点等について、当該

指定訪問リハビリテーション事業所の医師が

十分に記載できる情報の提供を受けているこ

とをいう。

12 社会参加支援加算 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 適 ・ 否 ① 本加算におけるリハビリテーションは，訪 ○ リ ハ ビ リ テ ー 報酬告示

県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が，リ 問リハビリテーション計画に家庭や社会への ション計画書 別表の4のロ

ハビリテーションを行い，利用者の社会参加等を支援した場 参加を可能とするための目標を作成した上 解釈

合は，社会参加支援加算として，評価対象期間（別に厚生労 で，利用者のADL及びIADLを向上させ，指定通 第2の5(11)

働大臣が定める期間）の末日が属する年度の次の年度内に限 所介護等に移行させるものである。

り，１日につき17単位を加算しているか。 ② 「その他社会参加に資する取組」には，医

療機関への入院や介護保険施設への入所，指

定訪問リハビリテーション，指定認知症対応

型共同生活介護等は含まれず，算定対象とな

らない。

③ 大臣基準告示第十三号イ( 1 )の基準におい

て，指定通所介護等を実施した者の占める割

合及び基準第十三号ロにおいて，12月を事業

所の利用者の平均利用月数で除して得た数に

ついては，小数点第３位以下は切り上げる。

※厚生労働大臣が定める基準(平成27年大臣基準告示の十三) ④ 平均利用月数について

イ. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 イ (ⅰ)に掲げる数÷(ⅱ)に掲げる数

(1) 評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの (ⅰ) 事業所における評価対象期間の利用者

提供を終了した者（訪問リハビリテーション終了者）の ごとの利用者延月数の合計

うち，指定通所介護，指定通所リハビリテーション，指 (ⅱ)(事業所における評価対象期間の新規利

定認知症対応型通所介護，第一号通所事業その他社会参 用者数の合計＋事業所における評価対象

加に資する取組（以下「指定通所介護等」という。）を 期間の新規終了者数の合計)÷2

実施した者の占める割合が，1 0 0分の５を超えているこ ロ ｲ (ⅰ )における利用者には，施設の利用

と。 を開始して，その日のうちに利用を終了し

(2) 評価対象期間中に指定訪問リハビリテーションの提供 た者又は死亡した者を含む。

を終了した日から起算して14日以降44日以内に，指定訪 ハ ｲ ( ⅰ )における利用者延月数は，利用者

問リハビリテーション事業所の理学療法士，作業療法士 が評価対象期間において事業所の提供する

又は言語聴覚士が，訪問リハビリテーション終了者に対 訪問リハビリテーションを利用した月数の

して，その居宅を訪問すること又は介護支援専門員から 合計をいう。

居宅サービス計画に関する情報提供を受けること（以下 ニ ｲ (ⅱ )における新規利用者数とは，評価

「居宅訪問等」という。）により，当該訪問リハビリ 対象期間に新たに事業所の提供する指定訪

テーション終了者の指定通所介護等の実施が，居宅訪問 問リハビリテーションを利用した者の数を

等をした日から起算して，３月以上継続する見込みであ いう。また，事業所の利用を終了後，12月

ることを確認し，記録していること。 以上の期間を空けて，事業所を再度利用し
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ロ. 12月を指定訪問リハビリテーション事業所の利用者の た者については，新規利用者として取り扱

平均利用月数で除して得た数が1 0 0分の25以上であるこ う。

と。 ホ ｲ (ⅱ )における新規終了者数とは，評価

対象期間に事業所の提供する指定訪問リハ

ビリテーションの利用を終了した者の数を

※厚生労働大臣が定める期間（平成27年利用者等告示の九） いう。

社会参加支援加算を算定する年度の初日の属する年の前 ⑤ 「３月以上継続する見込みであること」の

年の１月から12月までの期間（厚生労働大臣が定める基準 確認に当たっては，事業所の理学療法士，作

に適合しているものとして県知事に届け出た年において 業療法士又は言語聴覚士が，訪問リハビリ

は，届出の日から同年12月までの期間） テーション終了者の居宅を訪問し，計画書の

アセスメント項目を活用しながら，リハビリ

テーションの提供を終了した時と比較して，

A D L及びIADLが維持又は改善していることを

確認する。

⑥ 「３月以上継続する見込みであること」の

確認に当たって得られた情報については，リ

ハビリテーション計画等に記載する。

13 サービス提供体制 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 適 ・ 否 ※厚生労働大臣が定める基準 報酬告示

強化加算 県知事に届け出た指定訪問リハビリテーション事業所が，利 （平成27年大臣基準告示の十四） 別表の4のハ

用者に対し，指定訪問リハビリテーションを行った場合は， 指定訪問リハビリテーションを利用者に直

１回につき６単位を加算しているか。 接提供する理学療法士，作業療法士又は言語 解釈

聴覚士のうち，勤続年数３年以上の者がいる 第2の5(12)

こと。
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